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各 附 属 機 関 の 長

運転シミュレ－タ－に係る型式認定制度の運用の標準について（通達）

運転シミュレ－タ－に係る型式認定制度については 「運転シミュレ－タ－に係る型式、

認定制度の運用の標準について （平成19年４月23日付け警察庁丙運発第15号。以下「平」

成19年通達」という ）により運用しているところであり、道路交通法の一部を改正する。

法律（平成27年法律第40号）による準中型自動車免許の新設に伴い「運転シミュレーター

」（ 。に係る型式認定制度の運用の標準について 平成28年10月12日付け警察庁丙運発第46号

以下「平成28年通達」という。）により運転シミュレーター型式認定基準を改正し、平成

29年３月12日から運用することとしたところであるが、現在、二輪車の運転シミュレータ

ーに関し、危険予測に特化した車体が傾斜する機能を有しない運転シミュレーター（以下

「次世代二輪シミュレーター」という ）の開発が進められており、この次世代二輪シミ。

ュレーターに関し、有識者等で構成される二輪運転シミュレーター調査研究委員会の「二

輪運転シミュレーターに関する提言 （平成27年４月）において、危険予測等に係る教習」

について、高い教習効果があるものと認められたことから、次世代二輪シミュレーターを

使用した教習を行うことができるよう、運転シミュレーター型式認定基準を改正し、大型

自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許の教習に係る運転シミュレーターの型式認定基準

（ ２ 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許用（車体が傾斜可能な機能を有する「

もの 」及び「３ 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許用（車体が傾斜可能な機）

能を有しないもの ）については平成28年10月26日から、その他については平成29年３月）」

12日からそれぞれ運用することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、平成19年通達は平成29年３月12日、平成28年通達は平成28年10月26日をもって廃

止する。



別 紙

「運転シミュレーターに係る型式認定制度の運用の標準」

（凡例）

「府令」とは、道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）を 「規則」とは、原、

動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則（平成４年国家公安委員会規

則第19号）を 「告示」とは、道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュレーター、

に係る国家公安委員会が定める基準を定める件（平成６年国家公安委員会告示第４号）を

いうものとする。

第１ 運転シミュレーターの型式認定制度の概要

１ 型式認定の実施

内閣総理大臣の指定する模擬運転装置（以下「模擬運転装置」という ）の製作又。

は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家

公安委員会の型式認定を受けることができる（府令第39条の７第１項 。）

２ 型式認定の基準

１の型式認定は、模擬運転装置が府令第33条第５項第１号ホの国家公安委員会が定

める基準に適合するものであるかどうかを判定することによって行う（府令第39条の

７第２項 。）

なお、当該基準は、告示で定められている。

３ 型式認定の申請

(1) １の認定を受けようとする者は、所定の様式の申請書を提出し、かつ、当該型式

の模擬運転装置を提示しなければならない（府令第39条の７第３項において準用す

る第39条の２第３項並びに規則第１条及び別記様式第１ 。）

(2) (1)の申請書には 次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない 府、 （

令第39条の７第３項において準用する第39条の２第４項 。）

ア 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項

イ 製作方法、検査方法等当該型式の模擬運転装置の製作における均一性を明らか

にする事項

ウ 指定試験機関が行う当該型式についての試験の結果及びその意見

４ 型式認定番号の表示等

(1) 国家公安委員会は、１の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定

して申請者に通知することとし、所定の事項を公示するものとする（府令第39条の

７第３項において準用する第39条の２第５項及び規則第３条 。）

(2) １の認定を受けた者は、次に掲げる事項を当該認定に係る型式の模擬運転装置に

表示するものとする（府令第39条の７第３項において準用する第39条の２第６項及

び規則第４条 。）

ア (1)の型式認定番号

イ 模擬運転装置の製作等の時期又はその時期を表す略号

ウ 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号

５ 変更等の届出



１の認定を受けた者は、３(1)の申請書の記載事項に変更があった場合等において

は、所定の様式の届出書を提出することにより、速やかにその旨を国家公安委員会に

届け出なければならない（府令第39条の７第３項において準用する第39条の２第７項

並びに規則第５条及び別記様式第２ 。）

６ 認定の取消し

(1) 国家公安委員会は、１の認定を受けた型式の模擬運転装置の製作における均一性

が確保されていないと認められるとき等は、認定を取り消すものとする（府令第39

条の７第３項において準用する第39条の２第８項 。）

(2) 国家公安委員会は、１の認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に

対し、あらかじめ弁明等の機会を与えることとし、当該認定を取り消したときは、

当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、所定の事項を公示するものと

する （規則第６条 。。 ）

７ 標章のはり付け

１の認定を受けている者は、当該認定に係る型式の模擬運転装置に所定の様式の標

章（以下「ＴＳマーク」という ）をはり付けることができる（規則第７条及び別記。

様式第３ 。）

８ 表示の届出等

１の認定に係る型式の模擬運転装置に名称等の略号を表示した者又はＴＳマークを

はり付けた者は、速やかに所定の届出書により国家公安委員会に届け出るものとする

（規則第８条及び別記様式第４ 。）

第２ 運用上の留意事項

１ 型式認定の判定基準

模擬運転装置に係る型式認定についての判定は、別添に定める基準により行うこと

とする。

２ 指定試験機関の指定

模擬運転装置の型式認定に係る指定試験機関として、財団法人日本交通管理技術協

会が指定されている（平成７年国家公安委員会告示第10号 。）

３ 型式認定制度の周知

運転シミュレーターは、内閣総理大臣が指定する模擬運転装置であって、国家公安

委員会が定める基準に適合するものをいうが、型式認定制度は、型式を受けようとす

る者の申請に基づき、申請に係る模擬運転装置が基準に適合する運転シミュレーター

であることを明確にし、利用者の利便を促進しようとするものであり、また、指定自

動車教習所における教習水準の向上に資するものであることから、運転シミュレータ

ーの製作者等及び運転シミュレーターを利用する指定自動車教習所等に対し、その趣

旨等の周知を図られたい。

４ ＴＳマーク

認定を受けた者は、認定に係る模擬運転装置にＴＳマークをはり付けることができ

ることとし、これをはり付けた場合には公安委員会に届け出ることとされている。

このＴＳマーク制度は、ＴＳマークをはり付けることで、型式認定を受けた者の製

作し、又は販売する模擬運転装置について、認定に係る型式との均一性が確保されて



いることを外観上明確にして、利用者の一層の便宜を図るとともに、ＴＳマークのは

り付けられた模擬運転装置の普及により初心運転者の安全意識を高め、交通安全の推

進を図ろうとするものである。



別 添

運転シミュレーター型式認定基準

１ 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許用

構 造 及 び 性 能 の 基 準 試 験 の 方 法

１ 平成１６年内閣府告示第２８７号に係る事項

１．１ 運転装置の構造検査１．１ 運転装置

(1) 形状、最大の操作力、最大の回転力及び復元力が実車に類似して(1) ハンドル

いることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。形状、最大の操作力（操作に要する力をいう。以下同じ。）、最

大の回転角及び復元力が教習用自動車（以下「実車」という。）に

類似しているものであること。

(2) 操作する場合において、他の装置の操作の妨げとならず、かつ、(2) アクセル・ペダル、ブレーキ・ペダル及びクラッチ・ペダル（オ

各ペダルの配置が実車に類似しているものであること並びに各ペダートマチック車に対応する模擬運転装置（以下「オートマチック車

ルの操作力、行程、床板からの高さ、遊び及びすき間が実車に類似用装置」という。）にあっては、アクセル・ペダル及びブレーキ・

し、かつ、確実に操作できるものであることを、目視、実測及び実ペダル）

際に操作をすることにより審査する。ア 操作する場合において、他の装置の操作の妨げとならず、かつ

各ペダルの配置が実車に類似しているものであること。

イ 各ペダルの操作力、行程（踏み始めた位置から踏み込んだ位置

までの移動量をいう。）、床板からの高さ、遊び（踏み始めた位

置から作動を始める位置までの移動量をいう。）及びすき間（踏

み込んだ場合における床板との距離をいう。）が実車に類似し、

かつ、確実に操作できるものであること。

(3) 形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの(3) 手ブレーキ

であることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの

であること。

(4) レバーの操作方法及び各ギヤ（オートマチック車用装置にあって(4) チェンジ・レバー

は、レンジ）の位置の関係が実車に類似し、かつ、確実に操作できレバーの操作方法及び各ギヤ（オートマチック車用装置にあって

るものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査すは、レンジ）の位置の関係が実車に類似し、かつ、確実に操作でき

る。るものであること。

(5) 形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの(5) エンジン・スイッチ及びスタータ・スイッチ

であることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの

であること。

(6) 操作方法、自動戻りの機構及び作動表示用ランプが実車に類似し、(6) 方向指示レバー

かつ、確実に操作できるものであることを、目視及び実際に操作を操作方法、自動戻りの機構及び作動表示用ランプが実車に類似し、

することにより審査する。かつ、確実に操作できるものであること。



(7) 座席及び背当てを備え、かつ、座席の位置が運転者の体格に応じ(7) 運転者席

前後に調節できるものであることを、目視及び実際に操作をするこ座席及び背当てを備え、かつ、座席の位置が運転者の体格に応じ

とにより審査する。前後に調節できるものであること。

１．２ 運転状況表示装置１．２ 運転状況表示装置

(1) 映写幕、ビデオモニターその他これらに類する装置を有し、かつ、(1) 映写装置

これらの装置に映写される画面が鮮明なものであることを、目視及映写幕、ビデオモニターその他これらに類する装置を有し、かつ

び実際に操作をすることにより審査する。これらの装置に映写される画面が鮮明なものであること。

(2) アクセル・ペダルの踏み込み量に連動したエンジン音が発生する(2) エンジン音発生装置

ものであることを、実際に操作をすることにより審査する。アクセル・ペダルの踏み込み量に連動したエンジン音が発生する

ものであること。

(3) 運転者席から見やすい位置に配置され、指示される速度がアクセ(3) 速度指示装置

ル・ペダルの踏み込み量、チェンジ・レバーのギヤ位置、ブレーキ運転者から見やすい位置に配置され、指示される速度がアクセル

・ペダルの踏み込み量及びクラッチ・ペダルの操作（オートマチッ・ペダルの踏み込み量、チェンジ・レバーのギヤ位置、ブレーキ・

ク車用装置にあっては、アクセル・ペダルの踏み込み量、チェンジペダルの踏み込み量及びクラッチ・ペダルの操作（オートマチック

・レバーのレンジ位置及びブレーキ・ペダルの踏み込み量）に連動車用装置にあっては、アクセル・ペダルの踏み込み量、チェンジ・

したものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査レバーのレンジ位置及びブレーキ・ペダルの踏み込み量）に連動し

する。たものであること。

(4) 運転者がアクセル・ペダル、ブレーキ・ペダル、クラッチ・ペダ(4) 運転操作表示装置

ル、チェンジ・レバー又はエンジン・スイッチ（オートマチック車運転者がアクセル・ペダル、ブレーキ・ペダル、クラッチ・ペダ

用装置にあっては、アクセル・ペダル、ブレーキ・ペダル、チェンル、チェンジ・レバー又はエンジン・スイッチ（オートマチック車

ジ・レバー又はエンジン・スイッチ）を操作した場合において、指用装置にあっては、アクセル・ペダル、ブレーキ・ペダル、チェン

導員がランプ表示装置その他の装置によりこれらの操作をそれぞれジ・レバー又はエンジン・スイッチ）を操作した場合において、指

確認できるものであることを、目視及び実際に操作をすることによ導員がランプ表示装置その他の装置によりこれらの操作をそれぞれ

り審査する。認知できるものであること。

２ 平成６年国家公安委員会告示第４号に係る事項

２．１ 専用電子計算機及び入力装置を有するものであることを、装置２．１

の仕様書を提出させて確認する。専用電子計算機（専ら模擬運転装置の制御を行う電子計算機をいう。

以下同じ。）及び入力装置（技能教習に必要な道路及び交通の状況（

以下「道路交通状況」という。）に係る擬似視界の画面を映写幕等（

前記１．２(1)映写装置の項に掲げる映写幕、ビデオモニターその他

これらに類する装置をいう。以下同じ。）に映写するため必要な情報

を専用電子計算機に入力するための装置をいう。以下同じ。）を有す

るものであること。



２．２ 制御指令信号に基づき入力装置によりあらかじめ入力した情報２．２

及び運転操作に従い三次元座標を変換することにより道路交通状況に専用電子計算機により発信される制御指令信号（以下「制御指令信

係る擬似視界の画面を連続的かつ自動的に映写幕等に映写することが号」という。）に基づき入力装置によりあらかじめ入力した情報及び

できるものであることを、次の方法により審査する。１．１に掲げる装置の操作（以下「運転操作」という。）に従い三次

元座標を変換することにより擬似視界の画面を連続的かつ自動的に映

写幕等に映写することができるものであること。

(1) 入力装置 (1) 道路交通状況に係る擬似視界の画面を映写幕等に映写するための

道路交通状況に係る擬似視界の画面を映写幕等に映写するため画 画像情報、音響情報等必要な情報を、専用電子計算機にあらかじめ

像情報、音響情報等必要な情報を、専用電子計算機にあらかじめ入 入力することができるものであることを、実際に操作をすることに

力することができるものであること。 より審査する。

(2) 映写装置 (2) 映写装置

ア 映写幕等に映写される画面は、制御指令信号に基づき入力装置 ア 映写幕等に映写される画面は、制御指令信号に基づき入力装置

によりあらかじめ入力した情報及び運転操作に連動して変化する によりあらかじめ入力した情報及び運転操作に連動して変化する

ものであること。 ものであることを目視及び実際に操作をすることにより審査する。

イ 前方視界映写装置（実車の前面ガラスの位置に相当する位置に イ 前方視界映写装置及び後方視界映写装置等を備えるものである

ある映写幕等を有するものをいう。以下同じ。）及び後方視界映 ことを、目視により審査する。

写装置等（実車のルーム・ミラーの位置、サイド・ミラーの位置

及びアンダー・ミラーの位置に相当する位置に映写幕等を有する

ものをいう。以下同じ。）を備えるものであること。

ウ 映写幕等に映写される画面は、鮮明であること。 ウ 映写幕等に映写される画面が鮮明であることを、実際に操作を

して、その画面の先鋭度、階調度、色再現、白バランス、白均一

性及び色にじみについて３段階評価により審査する。

エ 前方視界映写装置 エ 前方視界映写装置

① 標準位置（運転席可動範囲の中間位置）に設定した運転席に ① 標準位置（運転席可動範囲の中間位置）に設定した運転席に

着座した運転者の視点から画面の中心が９０センチメートル以 着座した運転者の視点から画面の中心が９０センチメートル以

上離れた位置にあり、かつ、その運転者の視点から映写幕等に 上離れた位置で、その視点から映写幕等に対する水平視野角及

対する水平視野角及び垂直視野角が、それぞれ１０８度以上、 び垂直視野角が、それぞれ１０８度以上、２６度以上であるこ

２６度以上であること。 とを測定機器等を使った計測及び幾何計算により審査する。

② 映写幕等に映写される画面（複数の映写幕等を使用の場合は ② あらかじめ認定機関が提示するテストパターンを画面に表示

その合計）の画素数が、ＣＲＴ方式の場合には水平方向に１２ させ、ＣＲＴ方式の場合は、画素数が定められた値以上である

００以上、垂直方向に３８０以上、その他の方式については、 ことを目視により審査する。

画素数の他、再現色の数、コントラストを総合的に判断し解像 なお、汎用のコンピュータ関連機器として商品化されている

度が同等以上であると認められるもの。 ものを使用している場合には、当該装置の仕様書、映像表示用

ソフトウエアの仕様書及び審査対象となるシミュレーターの設

計書等を対象とした書類による審査も可とする。

また、ＣＲＴ方式以外の場合は、当該装置の仕様書、映像表



示用ソフトウエアの仕様書及び審査対象となるシミュレーター

の設計書等を対象とした書類により審査する。

③ １５０メートル前方の道路交通状況が確認できること。 ③ 試験専用プログラムにより、１５０メートル前方の信号機の

表示が確認できることを審査する。

オ 後方視界映写装置等 オ 後方視界映写装置等

① 左右のサイド・ミラーの位置に相当する位置にある映写幕等 ① あらかじめ認定機関が提示するテストパターンを画面に表示

に映写される画面ごとの画素数が水平方向に７５以上、垂直方 させ、左右のサイド・ミラーの位置に相当する位置にある映写

向に５０以上あり、かつ、ルーム・ミラーの位置に相当する位 幕等に映写される画面ごとの画素数が水平方向に７５以上、垂

置にある映写幕等に映写される画面の画素数が水平方向に１６ 直方向に５０以上あり、かつ、ルーム・ミラーの位置に相当す

５以上、垂直方向に４０以上あること。ただし、大型自動車免 る位置にある映写幕等に映写される画面の画素数が水平方向に

許、中型自動車免許及び準中型自動車免許教習用にあっては、 １６５以上、垂直方向に４０以上あることを、目視により審査

ルーム・ミラーの位置に相当する位置にある映写幕等に映写され する。

る画面を省略することができる。 なお、汎用のコンピュータ関連機器として商品化されている

なお、サイド・ミラー、ルーム・ミラーの条件が満たされる ものを使用している場合には、当該装置の仕様書、映像表示用

場合には、後方視界映写装置と前方視界映写装置を兼用するこ ソフトウエアの仕様書及び審査対象となるシミュレーターの設

とができる。 計書等を対象とした書類による審査も可とする。

② ５０メートル後方の道路交通状況が確認できること。 ② あらかじめ認定機関が提示するプログラムの仕様書により作

また、アンダー・ミラーについては、路面状況が確認できる 成させる試験専用プログラムにより、５０メートル後方に設定

こと。 された追従車のウインカーの点滅が確認できることを審査する。

また、アンダー・ミラーについては、停止時に停止線等の路

面標示が確認できることを審査する。

(3) 教習用ソフト (3) 教習用ソフト

ア 共通事項 ア 共通事項

① 入力装置により入力された情報に従い、各コースにおける危 ① 入力装置により入力された情報に従い、各コースにおける危

険場面等の場面を映写することができるものであること。 険場面等の場面を映写することができるものであることを、装

置の仕様書を提出させ、実際に操作することにより審査する。

② 各教習用教材の走行場面に入る前に当該運転シミュレーター ② 各教習用教材の走行場面に入る前に当該運転シミュレーター

の運転操作及び特性等に関する説明をする導入部があるか、ま の運転操作及び特性等に関する説明をする導入部があるか、ま

たは、他のソフト等により当該運転シミュレーターの運転操作 たは、他のソフト等により当該運転シミュレーターの運転操作

及び特性等に関する説明を補足できること。 及び特性等に関する説明を補足できるものであることを、実際

に操作をすることにより審査する。

③ 信号機及び道路標識等 ③ 実際に操作をして、信号機又は道路標識等が、それぞれ道交

信号機又は道路標識、区画線及び道路標示等がそれぞれ道路 法施行令、道交法施行規則及び標識令に従って画面に表示され

交通法施行令、道路交通法施行規則、道路標識、区画線及び道 ていることを、目視により審査する。

路標示に関する命令に従って画面に表示されていること。 ④ あらかじめ認定機関が提示するプログラムの仕様書により作



④ 制動距離 成させる試験専用プログラムにより、模擬車両の制動性能が左

a 普通自動車免許及び第二種免許教習用ソフトに係る各設定 表の範囲内であること（路面との摩擦係数の変化及び制動距離

速度における制動距離が、次のとおりであること。 に影響を与える車両特性を加味した場合は、模擬車両の制動性

路面の摩擦係数を変えた場合において、各設定速度におけ 能の算出根拠となる式に合理的な修正を加えた数値となってい

る制動距離が、同様の算出の根拠となる式に基づく数値とな ること。）を、実際に操作することにより審査するとともに、

るものであること。 制動距離の算出根拠を仕様書等の書類により審査する。

（乾燥路面）

２０㎞／ｈ １．９ｍ ～ ２．７ｍ

４０㎞／ｈ ７．８ｍ ～ １０．６ｍ

６０㎞／ｈ １７．７ｍ ～ ２３．７ｍ

８０㎞／ｈ ３１．４ｍ ～ ４２．０ｍ

１００㎞／ｈ ４９．２ｍ ～ ６５．７ｍ

（湿潤路面）

２０㎞／ｈ ２．５ｍ ～ ３．６ｍ

４０㎞／ｈ １０．４ｍ ～ １４．１ｍ

６０㎞／ｈ ２３．６ｍ ～ ３１．６ｍ

（凍結路面）

２０㎞／ｈ ７．８ｍ ～ １０．５ｍ

４０㎞／ｈ ３１．５ｍ ～ ４２．０ｍ

６０㎞／ｈ ７０．９ｍ ～ ９４．５ｍ

b 大型自動車免許、中型自動車免許及び準中型自動車免許教

習用ソフトに係る各設定速度における制動距離については、

上記a の算出の根拠となる式を基本として車重に伴う路面と

の摩擦係数が普通自動車と異なること及び排気ブレーキ等制

動距離に影響を与える車両特性を勘案した数式に基づき算出

された数値であること。

⑤ 貨物の積載 ⑤ 模擬車両の車両性能が貨物を積載した状態で模擬されている

大型自動車免許、中型自動車免許及び準中型自動車免許教習 ことを、あらかじめ認定機関が提示するプログラムの仕様書に

用ソフトに係る模擬車両は、荷台に、模擬車両の最大積載量に より作成させる試験専用プログラムに基づき、実際に操作する

相当する重さの貨物を積載した状態が模擬されていること。 ことにより審査する。

⑥ 加速度データの把握 ⑥ 車両の進行方向及び進行方向に対して横方向の加速度データ

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び第 が教習の間連続して把握（算出）されており、把握された加速

二種免許教習用ソフトにあっては、車両の進行方向及び進行方 度データを被験者や指導員が必要に応じて確認できる機能を有

向に対して横方向の加速度データが教習の間連続して把握（算 し、さらに、把握された加速度データを統計的に処理して運転



出）されており、把握された加速度データを被験者や指導員が 方法の適否を評価する機能を有することを、実際に操作するこ

必要に応じて確認できる機能を有し、さらに、把握された加速 とにより審査する。

度データを統計的に処理して運転方法の適否を評価する機能を

有すること。

イ 第一種免許教習用ソフト イ 第一種免許教習用ソフト

① 危険予測教習用教材（「危険を予測した運転」に使用するソ ① 危険予測教習用教材

フトの場合に限る。）

○ 教習コースの距離 ○ 危険予測コースがおおむね５㎞以上で市街地を模擬してい

危険予測教習に係る教習コース（以下「危険予測コース」 ることを、コースの設計書を提出させて確認する。

という。）は、おおむね５㎞以上で市街地を模擬したコース

で構成されたものであること。

○ 教習コースの内容 ○ 危険予測コースが危険場面９場面以上、注意場面３場面以

危険予測コースは、事故統計等に基づき、初心運転者が陥 上で構成されていることを、コースの設計書を提出させ、実

りやすい代表的な事故形態の中から、非常に危険性が高く、 際に操作することにより確認する。

積極的な危険回避行為を必要とする場面（以下「危険場面」

という。）９場面以上及び潜在的に危険性を有するが、通常

の注意義務を果たせば事故発生を防ぐことが可能である場面

（以下「注意場面」という。）３場面以上で構成されるもの

であること。

○ 教習コース上の障害物等 ○ 実際に操作をして、トラップが登場すること及び３０秒以

危険予測コース上に各場面に直接かかわる対向車、先行車 上自動車等が変化しない状態が続かないことを目視により審

又は人等の障害物（以下「対向車等」という。）以外に運転 査する。

者の注意を逸らすための対向車等（以下「トラップ」とい

う。）が登場すること。また、３０秒以上自動車等が変化し

ない状態が続かないこと。

② 高速教習用教材（「高速道路での運転」に使用するソフトの ② 高速教習用教材

場合に限る。）

○ 教習コースの距離 ○ 高速コースがおおむね１５㎞以上の高速道路等を模擬して

高速教習に係る教習コース（以下「高速コース」という。 いることを、コースの設計書を提出させて確認する。

）は、おおむね１５㎞以上で高速自動車国道及び自動車専用

道路（以下「高速道路等」という。）を模擬したコースで構

成されるものであること。

○ 教習コースの内容 ○ 高速コースが学習場面８場面以上で構成されていることを、

高速コースは、高速度の特性等高速道路等において必要な コースの設計書を提出させ、実際に操作をすることにより審

運転技術が学習できる場面（以下「学習場面」という。）８ 査する。



場面以上で構成されるものであること。

○ 教習コース上の障害物等 ○ 実際に操作をして、トラップが登場すること及び２０秒以

高速コース上に対向車等以外にトラップが登場すること。 上自動車等が変化しない状態が続かないことを、目視により

また、２０秒以上自動車等が変化しない状態が続かないこ 審査する。

と。

③ 急ブレーキ教習用教材（「急ブレーキによる停止を行うため ③ 急ブレーキ教習用教材

の走行」に使用するソフトの場合に限る。）

○ 教習コースの距離 ○ 急ブレーキコースが実際の道路又はテスト走行に供される

急ブレーキ教習に係る教習コース（以下「急ブレーキコー 道路を模擬したコースで構成されたものであり、教習に必要

スという。）は、実際の道路又はテスト走行に供される道路 十分な距離であることを、コースの設計書を提出させて確認

を模擬したコースで構成されたものであり、教習に必要十分 する。

な距離であること。

○ 教習コースの内容（１） ○ 急ブレーキコースが急ブレーキによる停止の危険性と安全

急ブレーキコースは、急ブレーキによる停止を、走行速 なブレーキの使い方を学習することができる場面から構成さ

度、アンチロックブレーキの装備、道路形状、路面の摩擦係 れていることを、コースの設計書を提出させ、実際に操作す

数など走行条件を変えながら体験することができ、かつ、そ ることにより審査する。

れによる車両の挙動特性及び速度と停止距離の違いなどが表

現され、急ブレーキによる停止の危険性と安全なブレーキの

使い方を学習することができる場面から構成されるものであ

ること。

○ 教習コースの内容（２） ○ 急ブレーキコースが危険回避行為の仕方を学習できる場面

急ブレーキコースは、ブレーキ操作及びハンドル操作によ から構成されていることをコースの設計書を提出させ、実際

る積極的な危険回避行為を運転者の判断で行うことができ、 に操作をすることにより審査する。

かつ、それにより危険回避行為の仕方を学習できる場面から

構成されるものであること。

○ 教習コースの内容（３） ○ 速い速度におけるカーブ走行の危険性とカーブの安全な走

急ブレーキコースは、速い速度におけるカーブ走行を、走 行の仕方を学習することができる場面から構成されているこ

行速度、カーブの曲率、路面の摩擦係数など走行条件を変え とをコースの設計書を提出させ、実際に操作をすることによ

ながら体験することができ、かつ、それによる車両の挙動特 り審査する。

性や速度の違いによる安定性の変化などが表現され、速い速

度におけるカーブ走行の危険性とカーブの安全な走行の仕方

を学習することができる場面から構成されるものであるこ

と。

○ 貨物の積載

大型自動車免許、中型自動車免許及び準中型自動車免許教 ○ 貨物の有無による、模擬車両の制動性能の変化を模擬して

習用ソフトに係る模擬車両は、荷台に、模擬車両の最大積載 いることを実際に操作することにより審査する。



量に相当する重さの貨物を積載した状態及び積載していない

状態を模擬することにより、貨物の有無によるブレーキ性能

に与える影響を体験させることのできるものであること。

④ 地域特性教習用教材（「気候、地形その他の地域の特性に応

じた走行」に使用するソフトの場合に限る。） ④ 地域特性教習用教材

○ 教習コースの距離

地域特性教習に係る教習コース（以下「地域特性コース」 ○ 地域特性コースがおおむね８㎞以上で、気候、地形その他

という。）は、おおむね８㎞以上で気象、地形その他の地域 の地域の特性を踏まえた道路を模擬していることを、コース

の特性を踏まえた道路を模擬したコースで構成されたもので の設計書を提出させて確認する。

あること。

○ 教習コースの内容

地域特性コースは、気候、地形その他の地域の特性に係る ○ 地域特性コースが気候、地形その他の地域の特性に係る自

自動車の運転に必要な知識及び技能が学習できる場面１２場 動車の運転に必要な知識及び技巧が学習できる場面１２場面

面以上で構成されるものであること。 以上で構成されていることをコースの設計書を提出させ、実

○ 教習コースの障害物等 際に操作することにより審査する。

地域特性コース上に対向車等以外にトラップが登場するこ ○ 実際に操作をして、トラップが登場すること及び３０秒以

と。また、３０秒以上自動車等が変化しない状態が続かない 上自動車等が変化しない状態が続かないことを、目視により

こと。 審査する。

⑤ 夜間の運転教習用教材（「夜間の運転」に使用するソフトの

場合に限る。） ⑤ 夜間の運転教習用教材

○ 教習コースの距離

夜間の運転教習に係る教習コース（以下「夜間コース」と ○ 夜間コースがおおむね５㎞以上で市街地を模擬しているこ

いう。）は、おおむね５㎞以上で市街地を模擬したコースで とを、コースの設計書を提出させて確認する。

構成されたものであること。

○ 教習コースの内容

夜間コースは、繁華街、住宅地、見通しの悪い交差点など ○ 夜間コースが繁華街、住宅地、見通しの悪い交差点など夜

夜間の特性に係る貨物自動車の運転に必要な知識及び技能が 間の特性に係る貨物自動車の運転に必要な知識及び技能が学

学習できる場面８場面以上で構成されるものであること。 習できる場面８場面以上で構成されていることをコースの設

○ 教習コースの障害物等 計書を提出させ、実際に操作することにより審査する。

夜間コース上に対向車等以外のトラップが登場すること。 ○ 実際に操作をして、トラップが登場すること及び３０秒以

また、３０秒以上自動車等が変化しない状態が続かないこ 上自動車等が変化しない状態が続かないことを、目視により

と。 審査する。

⑥ 悪条件下での運転教習用教材（「悪条件下での運転」に使用

するソフトの場合に限る。） ⑥ 悪条件下での運転教習用教材



○ 教習コースの距離

悪条件下での運転教習に係る教習コース（以下「悪条件下 ○ 悪条件下コースがおおむね５㎞以上で、雨、雪、霧、風そ

コース」という。）は、おおむね５㎞以上で雨、雪、霧、風 の他の悪条件下の特性を踏まえた道路を模擬していること

その他の悪条件下での特性を踏まえた道路を模擬したコース を、コースの設計書を提出させて確認する。

で構成されたものであること。

○ 教習コースの内容

悪条件下コースは、雨、雪、霧、風その他の悪条件下での ○ 悪条件下コースが雨、雪、霧、風その他の悪条件下での特

特性に係る自動車の運転に必要な知識及び技能が学習できる 性に係る貨物自動車の運転に必要な知識及び技能が学習でき

場面８場面以上で構成されるものであること。 る場面８場面以上で構成されていることをコースの設計書を

○ 教習コースの障害物等 提出させ、実際に操作することにより審査する。

悪条件下コース上に対向車等以外のトラップが登場するこ ○ 実際に操作をして、トラップが登場すること及び３０秒以

と。また、３０秒以上自動車等が変化しない状態が続かない 上自動車等が変化しない状態が続かないことを、目視により

こと。 審査する。

ウ 第二種免許教習用ソフト

① 危険予測教習用教材（「危険を予測した運転」に使用するソ ウ 第二種免許教習用ソフト

フトの場合に限る。） ① 危険予測教習用教材

○ 教習コースの距離

危険予測教習に係る教習コース（以下「危険予測コース」 ○ 危険予測コースがおおむね５㎞以上で市街地を模擬してい

という。）は、おおむね５㎞以上で市街地を模擬したコース ることを、コースの設計書を提出させて確認する。

で構成されたものであること。

○ 教習コースの内容

危険予測コースは、事故統計等に基づき、旅客自動車の運 ○ 危険予測コースが危険場面９場面以上、注意場面３場面以

転者が巻込まれやすい代表的な事故形態の中から、非常に危 上で構成されていることを、コースの設計書を提出させ、実

険性が高く、積極的な危険回避行為を必要とする場面（以下 際に操作することにより確認する。

「危険場面」という。）９場面以上及び潜在的に危険性を有

するが、通常の注意義務を果たせば事故発生を防ぐことが可

能である場面（以下「注意場面」という。）３場面以上で構

成されるものであること。

○ 教習コースの障害物等

危険予測コース上に対向車等以外のトラップが登場するこ ○ 実際に操作をして、トラップが登場することを、目視によ

と。 り審査する。

② 急ブレーキ教習用教材（「急ブレーキ」に使用するソフトの

場合に限る。） ② 急ブレーキ教習用教材



○ 教習コースの距離

急ブレーキ教習に係る教習コース（以下「急ブレーキコー ○ 急ブレーキコースが実際の道路又はテスト走行に供される

ス」という。）は、実際の道路又はテスト走行に供される道 道路を模擬したコースで構成されたものであり、教習に必要

路を模擬したコースで構成されたものであり、教習に必要十 十分な距離であることを、コースの設計書を提出させて確認

分な距離であること。 する。

○ 教習コースの内容（１）

急ブレーキコースは、急ブレーキによる停止を、走行速度、 ○ 急ブレーキコースが急ブレーキによる停止の危険性と安全

アンチロックブレーキの装備、道路形状、路面の摩擦係数な なブレーキの使い方を学習することができる場面から構成さ

ど走行条件を変えながら体験することができ、かつ、それに れていることを、コースの設計書を提出させ、実際に操作す

よる車両の挙動特性及び速度と停止距離の違いなどが表現さ ることにより審査する。

れ、急ブレーキによる停止の危険性と旅客の安全を考えたブ

レーキの使い方を学習することができる場面から構成される

ものであること。

○ 教習コースの内容（２）

急ブレーキコースは、ブレーキ操作及びハンドル操作によ ○ 急ブレーキコースが危険回避行為の仕方を学習できる場面

る積極的な危険回避行為を運転者の判断で行うことができ、 から構成されていることをコースの設計書を提出させ、実際

かつ、それにより旅客の安全を考えた危険回避行為の仕方を に操作をすることにより審査する。

学習できる場面から構成されるものであること。

○ 教習コースの内容（３）

急ブレーキコースは、速い速度におけるカーブ走行を、走 ○ 速い速度におけるカーブ走行の危険性とカーブの安全な走

行速度、カーブの曲率、路面の摩擦係数など走行条件を変え 行の仕方を学習することができる場面から構成されているこ

ながら体験することができ、かつ、それによる車両の挙動特 とをコースの設計書を提出させ、実際に操作をすることによ

性や速度の違いによる安定性の変化などが表現され、速い速 り審査する。

度におけるカーブ走行の危険性と旅客の安全を考えたカーブ

の安全な走行の仕方を学習することができる場面から構成さ

れるものであること。

③ 夜間の運転教習用教材（「夜間の運転」に使用するソフトの

場合に限る。） ③ 夜間の運転教習用教材

○ 教習コースの距離

夜間の運転教習に係る教習コース（以下「夜間コース」と ○ 夜間コースがおおむね５㎞以上で市街地を模擬しているこ

いう。）は、おおむね５㎞以上で市街地を模擬したコースで とを、コースの設計書を提出させて確認する。

構成されたものであること。

○ 教習コースの内容

夜間コースは、繁華街、住宅地、見通しの悪い交差点など ○ 夜間コースが繁華街、住宅地、見通しの悪い交差点など夜



夜間の特性に係る旅客自動車の運転に必要な知識及び技能が 間の特性に係る旅客自動車の運転に必要な知識及び技能が学

学習できる場面８場面以上で構成されるものであること。 習できる場面８場面以上で構成されていることをコースの設

○ 教習コースの障害物等 計書を提出させ、実際に操作することにより審査する。

夜間コース上に対向車等以外のトラップが登場すること。 ○ 実際に操作をして、トラップが登場することを、目視によ

り審査する。

④ 悪条件下での運転教習用教材（「悪条件下での運転」に使用

するソフトの場合に限る。） ④ 悪条件下での運転教習用教材

○ 教習コースの距離

悪条件下での運転教習に係る教習コース（以下「悪条件下 ○ 悪条件下コースがおおむね５㎞以上で、雨、雪、霧、風そ

コース」という。）は、おおむね５㎞以上で雨、雪、霧、風 の他の悪条件下の特性を踏まえた道路を模擬していること

その他の悪条件下での特性を踏まえた道路を模擬したコース を、コースの設計書を提出させて確認する。

で構成されたものであること。

○ 教習コースの内容

悪条件下コースは、雨、雪、霧、風その他の悪条件下での ○ 悪条件下コースが雨、雪、霧、風その他の悪条件下での特

特性に係る自動車の運転に必要な知識及び技能が学習できる 性に係る旅客自動車の運転に必要な知識及び技能が学習でき

場面８場面以上で構成されるものであること。 る場面８場面以上で構成されていることをコースの設計書を

○ 教習コースの障害物等 提出させ、実際に操作することにより審査する。

悪条件下コース上に対向車等以外のトラップが登場するこ ○ 実際に操作をして、トラップが登場することを、目視によ

と。 り審査する。

⑤ 先急ぎの危険を理解した運転教習用教材（「先急ぎの危険を

理解した運転」に使用するソフトの場合に限る。） ⑤ 先急ぎの危険を理解した運転教習用教材

○ 教習コースの距離

先急ぎの危険を理解した運転教習に係る教習コース（以下 ○ 先急ぎの危険コースがおおむね５㎞以上で市街地を模擬し

「先急ぎの危険コース」という。）は、おおむね５㎞以上で ていることを、コースの設計書を提出させて確認する。

市街地を模擬したコースで構成されたものであること。

○ 教習コースの内容

先急ぎの危険コースは、先急ぎの心理状態下での走行と安 ○ 先急ぎの危険コースが先急ぎの心理状態下での走行と安定

定した心理状態下での走行を同一場面で比較体験することが した心理状態下での走行を同一場面で比較体験することがで

でき、かつ危険性の違い、運転行動・判断の違い、走行に現 き、かつ危険性の違い、運転行動・判断の違い、走行に現れ

れた運転の特徴等先急ぎの運転の危険に係る旅客自動車の運 た運転の特徴等先急ぎの運転の危険に係る旅客自動車の運転

転に必要な知識及び技能が学習できる場面で構成されるもの に必要な知識及び技能が学習できる場面で構成されているこ

であること。 とを、コースの設計書を提出させ、実際に操作することによ

○ 教習コースの障害物等 り審査する。

先急ぎの危険コース上に対向車等以外のトラップが登場す ○ 実際に操作をして、トラップが登場することを、目視によ

ること。 り審査する。



○ 走行状態データの表示、把握

残り時間・距離表示、走行位置が教習目的を損なわない位 ○ 残り時間・距離表示、走行位置が教習目的を損なわない位

置に表示されていること。また、走行時間、事故回数、コー 置に表示されていること。さらに、走行時間、事故回数、コ

スミス回数、急加速減速回数、平均速度等の運転結果を把握 ースミス回数、急加速減速回数、平均速度等の運転結果は、

し、先急ぎの心理状態下での走行と安定した心理状態下での 先急ぎの心理状態下での走行と安定した心理状態下での走行

走行の比較ができるようにすること。 と比較できるようになっていることを、実際に操作すること

により審査する。

２．３

２．３ 映写幕等に映写する画面が次に掲げる要件を備えたものである映写幕等に映写する画面が次に掲げる要件を備えたものであること。

ことを、以下の方法により審査する。(1) 当該画面に同時に表示することができる有彩色が５１２色以上で

(1) あらかじめ認定機関が提示するテストパターンを画面に表示させあること。

５１２色以上の有彩色を同時に表示できることを、目視により審査

する。

なお、汎用のコンピュータ関連機器として商品化されているもの

を使用している場合には、当該装置の仕様書、映像表示用ソフトウ

エアの仕様書及び審査対象となるシミュレーターの設計書等を対象

とした書類による審査も可とする。(2) 当該画面の更新回数が毎秒２５回以上であること。

(2) 映写幕等に映写される画面が毎秒２５回以上更新されることを実

際に操作して、その画面を目視により審査する。

なお、これにより難い場合は、高速度カメラ等で画面を撮影し、

その再生画面から画面更新回数を審査する。

２．４

２．４ 運転操作及び擬似視界の画面に係る道路交通状況に連動した制御指令信号に基づき運転操作及び擬似視界の画面に係る道路交通

風切りの音、スリップにより生じる音その他の実車を運転した状況に連動した風切りの音又はスリップにより生じる音その他の実車

ときに生じる音が発生するものであることを、実際に操作をすを運転したときに生じる音が発生するものであること。

ることにより審査する。

（注） 特太ゴシック字の箇所は、告示の内容である。



２ 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許用（車体が傾斜可能な機能を有するもの）

構 造 及 び 性 能 の 基 準 試 験 の 方 法

１ 平成１６年内閣府告示第２８７号に係る事項

１．１ 運転装置の構造検査１．１ 運転装置

(1) 形状、最大の操作力、最大の回転力及び復元力が実車に類似して(1) ハンドル

いることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。形状、最大の操作力（操作に要する力をいう。以下同じ。）、最

大の回転角及び復元力が教習用自動車（以下「実車」という。）に

類似しているものであること。

(2) 形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの(2) スロットル・グリップ

であることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの

であること。

(3) ペダルの配置が実車に類似しているものであること、並びにペダ(3) ブレーキ・ペダル（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック

ルの操作力、行程及び遊びが実車に類似し、かつ、確実に操作でき二輪車に対応する模擬運転装置（以下「ブレーキ・ペダルを有しな

るものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査すいオートマチック二輪車用装置」という。）を除く。）

る。ア ペダルの配置が実車に類似しているものであること。

イ ペダルの操作力、行程（踏み始めた位置から踏み込んだ位置ま

での移動量をいう。）及び遊び（踏み始めた位置から作動を始め

る位置までの移動量をいう。）が実車に類似し、かつ、確実に操

作できるものであること。

(4) 各レバーの配置が実車に類似しているものであること、並びに各(4) ブレーキ・レバー及びクラッチ・レバー（オートマチック二輪車

レバーの操作力、行程及び遊びが実車に類似し、かつ、確実に操作に対応する模擬運転装置（以下「オートマチック二輪車用装置」と

できるものであることを、目視及び実際に操作することにより審査いう。）にあっては、ブレーキ・レバー）

する。ア 各レバーの配置が実車に類似しているものであること。

イ 各レバーの操作力、行程（握り始めた位置から握り締めた位置

までの移動量をいう。）及び遊び（握り始めた位置から作動を始

める位置までの移動量をいう。）が実車に類似し、かつ、確実に

操作できるものであること。

(5) ペダルの配置が実車に類似しているものであること、並びに操作(5) チェンジ・ペダル（オートマチック二輪車用装置を除く。）

方法及び各ギヤの位置の関係が実車に類似し、かつ、確実に操作でア ペダルの配置が実車に類似しているものであること。

きるものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査イ ペダルの操作方法及び各ギヤの位置の関係が実車に類似し、か

する。つ、確実に操作できるものであること。

(6) 形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの(6) エンジン・スイッチ及びスタータ・スイッチ

であることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの

であること。



(7) 操作方法及び作動表示用ランプが実車に類似し、かつ、確実に操(7) 方向指示スイッチ

作できるものであることを、目視及び実際に操作をすることにより操作方法及び作動表示用ランプが実車に類似し、かつ、確実に操

審査する。作できるものであること。

(8) 形状が実車に類似した座席を備えていることを、目視により審査(8) 運転者席

する。形状が実車に類似した座席を備えていること。

１．２ 運転状況表示装置１．２ 運転状況表示装置

(1) 映写幕、ビデオモニターその他これらに類する装置を有し、かつ、(1) 映写装置

これらの装置に映写される画面が鮮明なものであることを、目視及映写幕、ビデオモニターその他これらに類する装置を有し、かつ、

び実際に操作をすることにより審査する。これらの装置に映写される画面が鮮明なものであること。

(2) スロットル・グリップの回転量に連動したエンジン音が発生する(2) エンジン音発生装置

ものであることを、実際に操作をすることにより審査する。スロットル・グリップの回転量に連動したエンジン音が発生する

ものであること。

(3) 運転者席から見やすい位置に配置され、指示される速度がスロッ(3) 速度指示装置

トル・グリップの回転量、チェンジ・ペダルのギヤ位置、ブレーキ運転者から見やすい位置に配置され、指示される速度がスロット

・ペダルの踏み込み量及びブレーキ・レバーの操作量及びクラッチ・ル・グリップの回転量、チェンジ・ペダルのギヤ位置、ブレーキ・

レバーの操作（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック二輪車ペダルの踏み込み量、ブレーキ・レバーの操作量及びクラッチ・レ

用装置にあってはスロットル・グリップの回転量及びブレーキ・レバーの操作（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック二輪車用

バーの操作量、ブレーキ・ペダルを有するオートマチック二輪車用装置にあってはスロットル・グリップの回転量及びブレーキ・レバ

装置にあってはスロットル・グリップの回転量、ブレーキ・ペダルーの操作量、ブレーキ・ペダルを有するオートマチック二輪車に対

の踏み込み量及びブレーキ・レバーの操作量）に連動したものであ応する模擬運転装置（以下「ブレーキ・ペダルを有するオートマチ

ることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。ック二輪車用装置」という。）にあってはスロットル・グリップの

回転量、ブレーキ・ペダルの踏み込み量及びブレーキ・レバーの操

作量）に連動したものであること。

(4) 運転者がスロットル・グリップ、ブレーキ・ペダル、ブレーキ・(4) 運転操作表示装置

レバー、クラッチ・レバー、チェンジ・ペダル又はエンジン・スイ運転者がスロットル・グリップ、ブレーキ・ペダル、ブレーキ・

ッチ（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック二輪車用装置にレバー、クラッチ・レバー、チェンジ・ペダル又はエンジン・スイ

あってはスロットル・グリップ、ブレーキ・レバー又はエンジンスッチ（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック二輪車用装置に

イッチ、ブレーキ・ペダルを有するオートマチック二輪車用装置にあってはスロットル・グリップ、ブレーキ・レバー又はエンジンス

あってはスロットル・グリップ、ブレーキ・ペダル、ブレーキ・レイッチ、ブレーキ・ペダルを有するオートマチック二輪車用装置に

バー又はエンジン・スイッチ）を操作した場合において、指導員があってはスロットル・グリップ、ブレーキ・ペダル、ブレーキ・レ

ランプ表示装置その他の装置によりこれらの操作をそれぞれ認知でバー又はエンジン・スイッチ）を操作した場合において、指導員が

きるものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査ランプ表示装置その他の装置によりこれらの操作をそれぞれ認知で

する。きるものであること。

２ 平成６年国家公安委員会告示第４号に係る事項



２．１ 専用電子計算機及び入力装置を有するものであることを、装置２．１

の仕様書を提出させて確認する。専用電子計算機（専ら模擬運転装置の制御を行う電子計算機をいう。

以下同じ。）及び入力装置（技能教習に必要な道路及び交通の状況（

以下「道路交通状況」という。）に係る擬似視界の画面を映写幕等（

前記１．２(1)映写装置の項に掲げる映写幕、ビデオモニターその他

これらに類する装置をいう。以下同じ。）に映写するため必要な情報

を専用電子計算機に入力するための装置をいう。以下同じ。）を有す

るものであること。

２．２ 制御指令信号に基づき入力装置によりあらかじめ入力した情報２．２

及び運転操作に従い三次元座標を変換することにより道路交通状況に専用電子計算機により発信される制御指令信号（以下「制御指令信

係る擬似視界の画面を連続的かつ自動的に映写幕等に映写することが号」という。）に基づき入力装置によりあらかじめ入力した情報及び

できるものであることを、次の方法により審査する。１．１に掲げる装置の操作（以下「運転操作」という。）に従い三次

元座標を変換することにより擬似視界の画面を連続的かつ自動的に映

写幕等に映写することができるものであること。

(1) 入力装置 (1) 道路交通状況に係る擬似視界の画面を映写幕等に映写するための

道路交通状況に係る擬似視界の画面を映写幕等に映写するための 画像情報、音響情報等必要な情報を、専用電子計算機にあらかじめ

画像情報、音響情報等必要な情報を、専用電子計算機にあらかじめ 入力することができるものであることを、実際に操作をすることに

入力することができるものであること。 より審査する。

(2) 映写装置 (2) 映写装置

ア 映写幕等に映写される画面は、制御指令信号に基づき入力装置 ア 映写幕等に映写される画面は、制御指令信号に基づき入力装置

によりあらかじめ入力した情報及び運転操作に連動して変化する によりあらかじめ入力した情報及び運転操作に連動して変化する

ものであること。 ものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査す

る。

イ 車体が左右５度以上傾斜可能な機能を有し、映写幕等に映写さ イ 車体が左右５度以上傾斜可能な機能を有し、映写幕等に映写さ

れる画面が、車体の傾斜に連動して変化するものであること。 れる画面が、車体の傾斜に連動して変化するものであることを、

構造に関する図面を提出させ、実際に操作をすることにより審査

する。

ウ 前方視界映写装置（実車の前方視界を映写する装置をいう。以 ウ 前方視界映写装置及び後方視界映写装置を備えるものであるこ

下同じ。）及び後方視界映写装置（実車のバック・ミラーの位置 とを、目視により審査する。

に相当する位置を目視した場合の視線の延長上に映写幕等を含む

ものをいう。以下同じ。）を備えるものであること。

なお、ヘッド・マウント・ディスプレイ型の映写装置を有する

運転シミュレーター（以下「ＨＭＤ式シミュレーター」という。）

の映写装置は、前方視界映写装置及び後方視界映写装置に相当す

る機能を有するものとする。



エ 映写幕等に映写される画面は、鮮明であること。 エ 映写幕等に映写される画面が鮮明であることを、実際に操作を

して、その画面の先鋭度、階調度、色再現、白バランス、白均一

性及び色にじみについて３段階評価により審査する。

オ 前方視界映写装置 オ 前方視界映写装置

① 標準位置（運転席可動範囲の中間位置）に設定した運転席に ① 標準位置（運転席可動範囲の中間位置）に設定した運転席に

着座した運転者の視点から画面の中心が９０センチメートル以 着座した運転者の視点から画面の中心が９０センチメートル以

上離れた位置にあり、かつ、その運転者の視点から映写幕等に 上離れた位置で、その視点から映写幕等に対する水平視野角及

対する水平視野角及び垂直視野角が、それぞれ５８度以上、３ び垂直視野角が、それぞれ５８度以上、３５度以上であること

５度以上）であること。 を、測定機器等を使った計測及び幾何計算により審査する。

なお、ＨＭＤ式シミュレーターにあっては、水平視野角及び なお、ＨＭＤ式シミュレーターにあっては、頭部の動きに応

垂直視野角がともに３６０度であること。 じて相当する方向の画面が表示されていることを、実際に操作

することにより審査する。

② 映写幕等に映写される画面（複数の映写幕等を使用の場合は ② あらかじめ認定機関が提示するテストパターンを画面に表示

その合計）の画素数が、水平方向に６４０以上、垂直方向に３ させ、画素数が定められた値以上であることを、目視により審

６０以上であること。 査する。

なお、汎用のコンピュータ関連機器として商品化されている

ものを使用している場合には、当該装置の仕様書、映像表示用

ソフトウエアの仕様書及び審査対象となるシミュレーターの設

計書等を対象とした書類審査も可とする。

③ １５０メートル前方の道路交通状況が確認できること。 ③ 実際に操作をして、１５０メートル前方の道路交通状況が確

認できることを、目視により審査する。

カ 後方視界映写装置 カ 後方視界映写装置

① 映写幕等に映写される画面の画素数が、水平方向に７５以上、 ① あらかじめ認定機関が提示するテストパターンを画面に表示

垂直方向に５０以上であること（ＨＭＤ式シミュレーターを除 させ、画素数が水平方向に７５以上、垂直方向に５０以上ある

く。）。 ことを、目視により審査する。

なお、後方視界映写装置の条件が満たされる場合には、後方 なお、汎用のコンピュータ関連機器として商品化されている

視界映写装置と前方視界映写装置を兼用することができる。 ものを使用している場合には、当該装置の仕様書、映像表示用

ソフトウエアの仕様書及び審査対象となるシミュレーターの設

計書等を対象とした書類による審査も可とする。

② ５０メートル後方の道路交通状況が確認できること。 ② 実際に操作をし、５０メートル後方の道路交通状況が確認で

きることを、目視により審査する。

(3) 教習用ソフト (3) 入力装置により入力された情報に従い、各コースにおける危険場

入力装置により入力された情報に従い、各コースにおける危険場 面等の場面を映写することができるものであることを、装置の仕様

面等の場面を映写することができるものであること。 書を提出させ、実際に操作をすることにより審査する。

ア 危険予測教習用教材（「法規走行」「通行区分など」「走行ポ ア 危険予測教習用教材

ジションと進路変更」「危険を予測した運転」「ケース・スタデ



ィ」に使用するソフトの場合に限る。）

① 教習コースの距離 ① 危険予測コースがおおむね５㎞以上で市街地を模擬している

危険予測教習に係る教習コース（以下「危険予測コース」と ことを、コースの設計書を提出させて確認する。

いう。）は、おおむね５㎞以上で市街地を模擬したコースで構

成されたものであること。

② 教習コースの内容 ② 危険予測コースが危険場面９場面以上、注意場面３場面以上

危険予測コースは、事故統計等に基づき、初心運転者が陥り で構成されていることを、コースの設計書を提出させ、実際に

やすい代表的な事故形態の中から、非常に危険性が高く、積極 操作をすることにより確認する。

的な危険回避行為を必要とする場面（以下「危険場面」という

。）９場面以上及び潜在的に危険性を有するが、通常の注意義

務を果たせば事故発生を防ぐことが可能である場面（以下「注

意場面」という。）３場面以上で構成されるものであること。

③ 教習コース上の障害物等 ③ 実際に操作をして、トラップが登場すること及び３０秒以上

危険予測コース上に各場面に直接かかわる対向車、先行車又 自動車等が変化しない状態が続かないことを、目視により審査

は人等の障害物（以下「対向車等」という。）以外に運転者の する。

注意を逸らすための対向車等（以下「トラップ」という。）が

登場すること。また、３０秒以上自動車等が変化しない状態が

続かないこと。

④ 信号機及び道路標識等 ④ 実際に操作をして、信号機又は道路標識等が、それぞれ道交

危険予測コース上の信号機又は道路標識、区画線及び道路標 法施行令、道交法施行規則、標識令に従って画面に表示されて

示等（以下「道路標識等」という。）が、それぞれ道路交通法 いることを、目視により審査する。

施行令（以下「道交法施行令」という。）、道路交通法施行規

則（以下「道交法施行規則」という。）、道路標識、区画線及

び道路標示に関する命令（以下「標識令」という。）に従って

画面に表示されていること。

イ 車両特性教材（「車両特性を踏まえた運転」「カーブの体感走 イ 車両特性教材

行」に使用するソフトの場合に限る。）

① 教習コースの内容 ① カーブ走行時の車両特性、高速走行時の危険性、路面状態の

車両特性を踏まえた運転に係る教習コース（以下「車両特性 変化による危険性について体験的に学習できる場面から構成さ

コース」という。）は、カーブ走行時の車両特性、高速走行時 れていることを、実際に操作をすることにより審査する。

の危険性、路面状態の変化による危険性について体験的に学習

できる場面（以下「体験場面」という。）から構成されたもの

であること。

② 道路標識等 ② 実際に操作をして、信号機又は道路標識等が、それぞれ道交

車両特性コース上の信号機又は道路標識等が道交法施行令、 法施行令、道交法施行規則、標識令に従って画面に表示されて

道交法施行規則、標識令に従って画面に表示されていること。 いることを、目視により審査する。



なお、高速走行時の危険性を体験的に学習するための場面に

係る道路標識等は必ずしも標識令に従って表示される必要はな

い。

２．３ 映写幕等に映写する画面が次に掲げる要件を備えたものである２．３

ことを、以下の方法により審査する。映写幕等に映写する画面が次に掲げる要件を備えたものであること。

(1) あらかじめ認定機関が提示するテストパターンを画面に表示させ、(1) 当該画面に同時に表示することができる有彩色が５１２色以上で

５１２色以上の有彩色を同時に表示できることを、目視により審査あること。

する。

なお、汎用のコンピュータ関連機器として商品化されているもの

を使用している場合には、当該装置の仕様書、映像表示用ソフトウ

エアの仕様書及び審査対象となるシミュレーターの設計書等を対象

とした書類による審査も可とする。

(2) 映写幕等に映写される画面が毎秒２５回以上更新されることを実(2) 当該画面の更新回数が毎秒２５回以上であること。

際に操作して、その画面を目視により審査する。

なお、これにより難い場合は、高速度カメラ等で画面を撮影し、

その再生画面から画面更新回数を審査する。

２．４ 運転操作及び擬似視界の画面に係る道路交通状況に連動した風２．４

切りの音、スリップにより生じる音その他の実車を運転したときに生制御指令信号に基づき運転操作及び擬似視界の画面に係る道路交通

じる音が発生するものであることを、実際に操作をすることにより審状況に連動した風切りの音又はスリップにより生じる音その他の実車

査する。を運転したときに生じる音が発生するものであること。

（注） 特太ゴシック字の箇所は、告示の内容である。



３ 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許用（車体が傾斜可能な機能を有しないもの）

構 造 及 び 性 能 の 基 準 試 験 の 方 法

１ 平成１６年内閣府告示第２８７号に係る事項

１．１ 運転装置の構造検査１．１ 運転装置

(1) 形状、最大の操作力、最大の回転力及び復元力が実車に類似して(1) ハンドル

いることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。形状、最大の操作力（操作に要する力をいう。以下同じ。）、最

大の回転角及び復元力が教習用自動車（以下「実車」という。）に

類似しているものであること。

(2) 形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの(2) スロットル・グリップ

であることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの

であること。

(3) ペダルの配置が実車に類似しているものであること、並びにペダ(3) ブレーキ・ペダル（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック

ルの操作力、行程及び遊びが実車に類似し、かつ、確実に操作でき二輪車に対応する模擬運転装置（以下「ブレーキ・ペダルを有しな

るものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査すいオートマチック二輪車用装置」という。）を除く。）

る。ア ペダルの配置が実車に類似しているものであること。

イ ペダルの操作力、行程（踏み始めた位置から踏み込んだ位置ま

での移動量をいう。）及び遊び（踏み始めた位置から作動を始め

る位置までの移動量をいう。）が実車に類似し、かつ、確実に操

作できるものであること。

(4) 各レバーの配置が実車に類似しているものであること、並びに各(4) ブレーキ・レバー及びクラッチ・レバー（オートマチック二輪車

レバーの操作力、行程及び遊びが実車に類似し、かつ、確実に操作に対応する模擬運転装置（以下「オートマチック二輪車用装置」と

できるものであることを、目視及び実際に操作することにより審査いう。）にあっては、ブレーキ・レバー）

する。ア 各レバーの配置が実車に類似しているものであること。

イ 各レバーの操作力、行程（握り始めた位置から握り締めた位置

までの移動量をいう。）及び遊び（握り始めた位置から作動を始

める位置までの移動量をいう。）が実車に類似し、かつ、確実に

操作できるものであること。

(5) ペダルの配置が実車に類似しているものであること、並びに操作(5) チェンジ・ペダル（オートマチック二輪車用装置を除く。）

方法及び各ギヤの位置の関係が実車に類似し、かつ、確実に操作でア ペダルの配置が実車に類似しているものであること。

きるものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査イ ペダルの操作方法及び各ギヤの位置の関係が実車に類似し、か

する。つ、確実に操作できるものであること。

(6) 形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの(6) エンジン・スイッチ及びスタータ・スイッチ

であることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。形状及び操作方法が実車に類似し、かつ、確実に操作できるもの

であること。



(7) 操作方法及び作動表示用ランプが実車に類似し、かつ、確実に操(7) 方向指示スイッチ

作できるものであることを、目視及び実際に操作をすることにより操作方法及び作動表示用ランプが実車に類似し、かつ、確実に操

審査する。作できるものであること。

(8) 形状が実車に類似した座席を備えていることを、目視により審査(8) 運転者席

する。形状が実車に類似した座席を備えていること。

１．２ 運転状況表示装置１．２ 運転状況表示装置

(1) 映写幕、ビデオモニターその他これらに類する装置を有し、かつ、(1) 映写装置

これらの装置に映写される画面が鮮明なものであることを、目視及映写幕、ビデオモニターその他これらに類する装置を有し、かつ、

び実際に操作をすることにより審査する。これらの装置に映写される画面が鮮明なものであること。

(2) スロットル・グリップの回転量に連動したエンジン音が発生する(2) エンジン音発生装置

ものであることを、実際に操作をすることにより審査する。スロットル・グリップの回転量に連動したエンジン音が発生する

ものであること。

(3) 運転者席から見やすい位置に配置され、指示される速度がスロッ(3) 速度指示装置

トル・グリップの回転量、チェンジ・ペダルのギヤ位置、ブレーキ運転者から見やすい位置に配置され、指示される速度がスロット

・ペダルの踏み込み量及びブレーキ・レバーの操作量及びクラッチ・ル・グリップの回転量、チェンジ・ペダルのギヤ位置、ブレーキ・

レバーの操作（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック二輪車ペダルの踏み込み量、ブレーキ・レバーの操作量及びクラッチ・レ

用装置にあってはスロットル・グリップの回転量及びブレーキ・レバーの操作（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック二輪車用

バーの操作量、ブレーキ・ペダルを有するオートマチック二輪車用装置にあってはスロットル・グリップの回転量及びブレーキ・レバ

装置にあってはスロットル・グリップの回転量、ブレーキ・ペダルーの操作量、ブレーキ・ペダルを有するオートマチック二輪車に対

の踏み込み量及びブレーキ・レバーの操作量）に連動したものであ応する模擬運転装置（以下「ブレーキ・ペダルを有するオートマチ

ることを、目視及び実際に操作をすることにより審査する。ック二輪車用装置」という。）にあってはスロットル・グリップの

回転量、ブレーキ・ペダルの踏み込み量及びブレーキ・レバーの操

作量）に連動したものであること。

(4) 運転者がスロットル・グリップ、ブレーキ・ペダル、ブレーキ・(4) 運転操作表示装置

レバー、クラッチ・レバー、チェンジ・ペダル又はエンジン・スイ運転者がスロットル・グリップ、ブレーキ・ペダル、ブレーキ・

ッチ（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック二輪車用装置にレバー、クラッチ・レバー、チェンジ・ペダル又はエンジン・スイ

あってはスロットル・グリップ、ブレーキ・レバー又はエンジンスッチ（ブレーキ・ペダルを有しないオートマチック二輪車用装置に

イッチ、ブレーキ・ペダルを有するオートマチック二輪車用装置にあってはスロットル・グリップ、ブレーキ・レバー又はエンジンス

あってはスロットル・グリップ、ブレーキ・ペダル、ブレーキ・レイッチ、ブレーキ・ペダルを有するオートマチック二輪車用装置に

バー又はエンジン・スイッチ）を操作した場合において、指導員があってはスロットル・グリップ、ブレーキ・ペダル、ブレーキ・レ

ランプ表示装置その他の装置によりこれらの操作をそれぞれ認知でバー又はエンジン・スイッチ）を操作した場合において、指導員が

きるものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査ランプ表示装置その他の装置によりこれらの操作をそれぞれ認知で

する。きるものであること。

２ 平成６年国家公安委員会告示第４号に係る事項



２．１ 専用電子計算機及び入力装置を有するものであることを、装置２．１

の仕様書を提出させて確認する。専用電子計算機（専ら模擬運転装置の制御を行う電子計算機をいう。

以下同じ。）及び入力装置（技能教習に必要な道路及び交通の状況（

以下「道路交通状況」という。）に係る擬似視界の画面を映写幕等（

前記１．２(1)映写装置の項に掲げる映写幕、ビデオモニターその他

これらに類する装置をいう。以下同じ。）に映写するため必要な情報

を専用電子計算機に入力するための装置をいう。以下同じ。）を有す

るものであること。

２．２ 制御指令信号に基づき入力装置によりあらかじめ入力した情報２．２

及び運転操作に従い三次元座標を変換することにより道路交通状況に専用電子計算機により発信される制御指令信号（以下「制御指令信

係る擬似視界の画面を連続的かつ自動的に映写幕等に映写することが号」という。）に基づき入力装置によりあらかじめ入力した情報及び

できるものであることを、次の方法により審査する。１．１に掲げる装置の操作（以下「運転操作」という。）に従い三次

元座標を変換することにより擬似視界の画面を連続的かつ自動的に映

写幕等に映写することができるものであること。

(1) 入力装置 (1) 道路交通状況に係る擬似視界の画面を映写幕等に映写するための

道路交通状況に係る擬似視界の画面を映写幕等に映写するための 画像情報、音響情報等必要な情報を、専用電子計算機にあらかじめ

画像情報、音響情報等必要な情報を、専用電子計算機にあらかじめ 入力することができるものであることを、実際に操作をすることに

入力することができるものであること。 より審査する。

(2) 映写装置 (2) 映写装置

ア 映写幕等に映写される画面は、制御指令信号に基づき入力装置 ア 映写幕等に映写される画面は、制御指令信号に基づき入力装置

によりあらかじめ入力した情報及び運転操作に連動して変化する によりあらかじめ入力した情報及び運転操作に連動して変化する

ものであること。 ものであることを、目視及び実際に操作をすることにより審査す

る。

イ 前方視界映写装置（実車の前方視界を映写する装置をいう。以 イ 前方視界映写装置及び後方視界映写装置を備えるものであるこ

下同じ。）及び後方視界映写装置（実車のバック・ミラーの位置 とを、目視により審査する。

に相当する位置を目視した場合の視線の延長上に映写幕等を含む

ものをいう。以下同じ。）を備えるものであること。

なお、ヘッド・マウント・ディスプレイ型の映写装置を有する

運転シミュレーター（以下「ＨＭＤ式シミュレーター」という。）

の映写装置は、前方視界映写装置及び後方視界映写装置に相当す

る機能を有するものとする。

ウ 映写幕等に映写される画面は、鮮明であること。 ウ 映写幕等に映写される画面が鮮明であることを、実際に操作を

して、その画面の先鋭度、階調度、色再現、白バランス、白均一

性及び色にじみについて３段階評価により審査する。

エ 前方視界映写装置 エ 前方視界映写装置



① 標準位置（運転席可動範囲の中間位置）に設定した運転席に ① 標準位置（運転席可動範囲の中間位置）に設定した運転席に

着座した運転者の視点から画面の中心が９０センチメートル以 着座した運転者の視点から画面の中心が９０センチメートル以

上離れた位置にあり、かつ、その運転者の視点から映写幕等に 上離れた位置で、その視点から映写幕等に対する水平視野角及

対する水平視野角及び垂直視野角が、それぞれ３６度以上、２ び垂直視野角が、それぞれ３６度以上、２１度以上であること

１度以上であること。 を、測定機器等を使った計測及び幾何計算により審査する。

なお、ＨＭＤ式シミュレーターにあっては、水平視野角及び なお、ＨＭＤ式シミュレーターにあっては、頭部の動きに応

垂直視野角がともに３６０度であること。 じて相当する方向の画面が表示されていることを、実際に操作

することにより審査する。

② 映写幕等に映写される画面（複数の映写幕等を使用の場合は ② あらかじめ認定機関が提示するテストパターンを画面に表示

その合計）の画素数が、水平方向に６４０以上、垂直方向に３ させ、画素数が定められた値以上であることを、目視により審

６０以上であること。 査する。

なお、汎用のコンピュータ関連機器として商品化されている

ものを使用している場合には、当該装置の仕様書、映像表示用

ソフトウエアの仕様書及び審査対象となるシミュレーターの設

計書等を対象とした書類審査も可とする。

③ １５０メートル前方の道路交通状況が確認できること。 ③ 実際に操作をして、１５０メートル前方の道路交通状況が確

認できることを、目視により審査する。

オ 後方視界映写装置 オ 後方視界映写装置

① 映写幕等に映写される画面の画素数が、水平方向に７５以上、 ① あらかじめ認定機関が提示するテストパターンを画面に表示

垂直方向に５０以上であること（ＨＭＤ式シミュレーターを除 させ、画素数が水平方向に７５以上、垂直方向に５０以上ある

く。）。 ことを、目視により審査する。

なお、後方視界映写装置の条件が満たされる場合には、後方 なお、汎用のコンピュータ関連機器として商品化されている

視界映写装置と前方視界映写装置を兼用することができる。 ものを使用している場合には、当該装置の仕様書、映像表示用

ソフトウエアの仕様書及び審査対象となるシミュレーターの設

計書等を対象とした書類による審査も可とする。

② ５０メートル後方の道路交通状況が確認できること。 ② 実際に操作をし、５０メートル後方の道路交通状況が確認で

きることを、目視により審査する。

(3) 教習用ソフト (3) 入力装置により入力された情報に従い、各コースにおける危険場

危険予測教習用教材（「法規走行」「通行区分など」「危険を予 面等の場面を映写することができるものであることを、装置の仕様

測した運転」「ケース・スタディ」に使用するソフト）であって、 書を提出させ、実際に操作をすることにより審査する。

入力装置により入力された情報に従い、各コースにおける危険場面

等の場面を映写することができるものであること。

ア 教習コースの距離 ア 危険予測コースがおおむね５㎞以上で市街地を模擬しているこ

危険予測教習に係る教習コース（以下「危険予測コース」とい とを、コースの設計書を提出させて確認する。

う。）は、おおむね５㎞以上で市街地を模擬したコースで構成さ

れたものであること。



イ 教習コースの内容 イ 危険予測コースが危険場面９場面以上、注意場面３場面以上で

危険予測コースは、事故統計等に基づき、初心運転者が陥りや 構成されていることを、コースの設計書を提出させ、実際に操作

すい代表的な事故形態の中から、非常に危険性が高く、積極的な をすることにより確認する。

危険回避行為を必要とする場面（以下「危険場面」という。）９

場面以上及び潜在的に危険性を有するが、通常の注意義務を果た

せば事故発生を防ぐことが可能である場面（以下「注意場面」と

いう。）３場面以上で構成されるものであること。

ウ 教習コース上の障害物等 ウ 実際に操作をして、トラップが登場すること及び３０秒以上自

危険予測コース上に各場面に直接かかわる対向車、先行車又は 動車等が変化しない状態が続かないことを、目視により審査する。

人等の障害物（以下「対向車等」という。）以外に運転者の注意

を逸らすための対向車等（以下「トラップ」という。）が登場す

ること。また、３０秒以上自動車等が変化しない状態が続かない

こと。

エ 信号機及び道路標識等 エ 実際に操作をして、信号機又は道路標識等が、それぞれ道交法

危険予測コース上の信号機又は道路標識、区画線及び道路標示 施行令、道交法施行規則、標識令に従って画面に表示されている

等（以下「道路標識等」という。）が、それぞれ道路交通法施行 ことを、目視により審査する。

令（以下「道交法施行令」という。）、道路交通法施行規則（以

下「道交法施行規則」という。）、道路標識、区画線及び道路標

示に関する命令（以下「標識令」という。）に従って画面に表示

されていること。

２．３ 映写幕等に映写する画面が次に掲げる要件を備えたものである２．３

ことを、以下の方法により審査する。映写幕等に映写する画面が次に掲げる要件を備えたものであること。

(1) あらかじめ認定機関が提示するテストパターンを画面に表示させ、(1) 当該画面に同時に表示することができる有彩色が５１２色以上で

５１２色以上の有彩色を同時に表示できることを、目視により審査あること。

する。

なお、汎用のコンピュータ関連機器として商品化されているもの

を使用している場合には、当該装置の仕様書、映像表示用ソフトウ

エアの仕様書及び審査対象となるシミュレーターの設計書等を対象

とした書類による審査も可とする。

(2) 映写幕等に映写される画面が毎秒２５回以上更新されることを実(2) 当該画面の更新回数が毎秒２５回以上であること。

際に操作して、その画面を目視により審査する。

なお、これにより難い場合は、高速度カメラ等で画面を撮影し、

その再生画面から画面更新回数を審査する。



２．４ 運転操作及び擬似視界の画面に係る道路交通状況に連動した風２．４

切りの音、スリップにより生じる音その他の実車を運転したときに生制御指令信号に基づき運転操作及び擬似視界の画面に係る道路交通

じる音が発生するものであることを、実際に操作をすることにより審状況に連動した風切りの音又はスリップにより生じる音その他の実車

査する。を運転したときに生じる音が発生するものであること。

（注１） 特太ゴシック字の箇所は、告示の内容である。

（注２） 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許用（車体が傾斜可能な機能を有しないもの）の模擬運転装置は、「車両特性を踏まえた運転」、「走行

ポジションと進路変更」又は「カーブの体感走行」の教習項目に使用することはできない。


